
曲
じ
え
て

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
議
会
だ
よ
り
の
中
や
行
政

で
使
わ
れ
て
い
る
わ
か
り
に
く
い
用
語

（専
門

用
語
）
を
説
明
し
ま
す
。

自
治
体
の
財
政
状
況
を

分
析
す
る
た
め
の
指
標
の

一
つ
で
、
経
常
経
費
充
当

一
般
財
源

（人
件
費
、
扶

助
費
、
公
債
費
な
ど
の
毎

年
経
常
的
に
支
出
さ
れ
る

特
定
の
財
源
を
持
た
な
い

経
費
）
を
経
常

一
般
財
源

（毎
年
経
常
的
に
収
入
さ

れ
る

一
般
財
源
）
で
割

っ

た
も
の
で
す
。

数
値
が
低
い
ほ
ど
投
資
的

経
費
な
ど
臨
時
的
な
経
費
に

ま
わ
す
財
源
を
確
保
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、

高
い
ほ
ど
経
常
的
な
経
費
が

財
政
を
圧
迫
し
、
財
政
構
造

の
弾
力
性
が
低
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

市

で
は
７５
％
～
８０
％
く

ら

い
が
良

い
と
さ
れ
て
お

り
、
嘉
麻
市
は
２３
年
度
決

算
で
９５

，
７
％
と
な

っ
て

お
り
、
前
年
度
は
９４

・
２

％
で
し
た

の
で
、
若
千
、

財
政
構
造

の
弾
力
性
が
悪

化
し
た
と
言
え
ま
す
。

※
‐６
べ
‐
ジ
に
関
連
記
事

基
準
財
政
収
入
額
を
基

準
財
政
需
要
額
で
割

っ
た

も
の
で
、
１
以
上
に
な
る

と
普
通
交
付
税
が
交
付
さ

れ
な
い
不
交
付
団
体
と
な

り
ま
す
。

地
方
公
共
団
体
の
財
政

力
を
見
る
指
数
と
し
て
よ

く
使
わ
れ
、
高
け
れ
ば
高

い
ほ
ど
財
政
が
豊
か
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

普
通
は
、
３
カ
年
平
均

の
数
値
を
使
用
し
ま
す
。

嘉
麻
市
は
２４
年
度
決
算

で
Ｏ

．
２６
と
な

っ
て
お
り

前
年
同
様
と
な
り
ま
し
た
。

※
‐６
ぺ
‐
ジ
に
関
連
記
事

議
員
が
、
そ
の
属
す
る

地
方
公
共
団
体
の
凝
視
全

般
に
わ
た
り
、
執
行
機
関

に
対
し
事
務
の
執
行
の
状

況
及
び
将
来
に
わ
た
る
方

針
等
に
つ
い
て
所
信
を
た

だ
し
、
あ
る
い
は
報
告
、

説
明
を
求
め
又
は
疑
間
を

た
だ
す
こ
と
を
い
い
ま
す
。

質
問
は
、
議
案
と
は
関

係
な
く
当
該
団
体
の
行
政

全
般
に
つ
い
て
認
め
ら
れ

る
も
の
で
、
付
議
さ
れ
た

事
件
に
関
し
疑
義
を
た
だ

す

「質
疑
」
と
は
本
質
的

に
異
な
り
ま
す
。

質
問
の
対
象
、
範
囲
は
、

当
該
団
体
の

一
般
事
務
で

す
が
、
こ
の

一
般
事
務
と

は
地
方
公
共
団
体
の
事
務

の
ほ
か
法
定
受
託
事
務
に

も
及
ぶ
と
解
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、　
一
般
質
問
は
、

定
例
会
に
限

っ
て
許
さ
れ
、

一
般
質
問
を
行
う
場
合
は
、

質
問
の
内
容
が
わ
か
ら
な

い
と
執
行
機
関
の
方
で
十

分
な
準
備
が
で
き
ず
、
議

員
に
と

っ
て
も
不
満
足
な

答
弁
し
か
で
き
な

い
と

い

う
問
題
が
生
じ
、
充
実
し

た
議
会
運
営
が
で
き
な

い

の
で
、
質
問
通
告
書
を
事

前

に
提
出
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
ま
す
。

地
方
公
共
団
体
の
公
益

に
関
す
る
事
件
に
関
し
、

議
会
が
地
方
公
共
団
体
の

機
関
と
し
て
の
議
会
の
意

思
を
意
見
と
し
て
ま
と
め

た
文
書
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。議

会
は
、
地
方
自
治
法

第
９９
条
の
規
定
に
も
と
づ

き
、
当
該
地
方
公
共
団
体

の
公
益
に
関
す
る
事
件
に

つ
き
、
意
見
書
を
国
会
又

は
関
係
行
政
庁
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

議
会
が
行
う
事
実
上
の

意
思
形
成
行
為
で
政
治
的

効
果
を
ね
ら
い
、
あ
る
い

は
議
会
の
意
思
を
対
外
的

に
表
明
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
等
の
理
由
で
な
さ

れ
る
議
決
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。

決
議
の
多
く
は
、
単
に

政
治
的
効
果
を
ね
ら

っ
た

事
実
行
為
的
な
意
思
表
明

に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
中
に

は
、
特
別
委
員
会
の
設
置
、

知
事
、
市
町
村
長
の
辞
職

勧
告
決
議

（
不
信
任
決

議
）
、
監
査
請
求
、
１
０

０
条
調
査
等
の
決
議
の
よ

う
に
法
的
効
果
が
与
え
ら

れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
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